
　写真は、今月号に掲載した写真
の拡大写真です。何ページの何の
写真でしょう？
　正解者の中から、抽選で5名に
記念品を差し上げます。郵便はがきに、住所、氏名、
電話番号、クイズの答え、感想を記入して広報課宛
（住所は裏表紙に記載）にお送りいただ
くか、右の二次元コードから応募してく
ださい。� 締め切り2月28日㈯

1月号の答え
　9ページ「狭山を愛した詩人�
生誕100年�吉野弘の世界をた
どる」の墓所の写真でした。

C  ontents
今月の表紙

目次

今月の写真クイズ
分かるかな？

目で見る「さやま」

交通事故・振り込め詐欺件数（狭山警察署）
※1月1日〜1月15日の累計（狭山市分）

人口と世帯（市民課）

1月の火災・救急件数（狭山消防署）

※人口は1月1日現在（　）内は前月比。転出入等は1カ月間の累計

※12月16日〜1月15日の累計

男 73,349人（-22人) 転入等 600人
女 74,128人（＋65人) 転出等 419人
合計 147,477人（＋43人)� 出生 56人
世帯 73,435世帯（＋54世帯) 死亡 194人

火災件数 救急出動件数
4件（建物4件） 898件（搬送人員773人）

発生数 人身事故 死者 物損事故 振り込め詐欺
125件 6件 1人 119件 1件

　今月の表紙は、特集記事で取材したコ
ミュニティ・スクールの活動の様子です。

おはぎの上に咲く、かわいいおいしいあんこのお花
　新狭山公民館で、おはぎの上にあん
このお花を装飾する「あんこのお花�お
はぎBOX」という講座を体験しました。
あんこを絞るのは、意外と力が必要で
お花にするのが難しい。みんな楽しみ
ながらも黙々と挑戦し、最後には満開のあんこのお花
を咲かせることができました。おいしい、楽しい、癒し
がたくさん詰まった作品で、心も栄養をもらいました。

（記事作成：市民ライター あまねさん）

　I
イン ス タ グ ラ ム
nstagram「さやまちょこっとなび」では、

市民ライターが市内のお気に入りスポット
を取材し発信しています。ぜひチェックして
みてください！
問合せ　広報課へ☎2935-3765

さやまの「いいね！」

紙面に掲載されている連絡先へ携帯電話・スマートフォンから電話をかける場合は、最初に市外局番（04）をつけてください

Pick up

P3 住宅補助制度が新しくなります

P4 【特集】地域と共に歩む�地域がつながる�
コミュニティ・スクール

P12 【特集】広がる活動の輪　さやま市民大学

P14 ごみのなるほどガイド、市長が走る

P15 情報ガイド

P22 ひと・まち・写真館、みんなの掲示板

P24 さやまの昔ばなし

今月号の同時配布物（挟み込み）：さやま市議会だより
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狭山市親世帯安心同居・近居補助制度

狭山市若い世代の住宅ストック循環促進補助制度

　市を取りまく社会状況や地域課題の変化を踏まえ、市でこれまで行ってきた親元での同居・近居や若い世代
の住宅取得に対する補助制度を、4月1日からリニューアルします。これにより現行の「狭山市親元
同居・近居支援補助制度」と「狭山市若い世代の住宅取得支援補助制度」は6月30日で受け付けを終
了します。現行の制度と新しい制度の併用はできません。

住宅補助制度が新しくなります

対象となる方 申請日時点で以下の全てに該当する方
◦�子世帯は、夫婦のどちらかが46歳未満の世帯か、46歳未満のひと

り親世帯
◦子世帯全員が3年以内に狭山市に転入している
◦子世帯全員が狭山市の住民基本台帳に記録されている
◦市内在住の親のどちらかが65歳以上
◦親世帯全員が3年以上狭山市の住民基本台帳に記録されている

対象となる住宅 申請日時点で以下の全てに該当する住宅
◦対象者が自ら居住する一戸建て住宅かマンション
◦�対象世帯員の所有で、所有権の保存か移転の登記がされている（新築と購入の場合は、申請日前

3年以内）
◦�購入の場合は、売買契約時に築２0年未満、増改築の場合は、世帯員増加に伴うもので申請日前3

年以内に工事が完了 
◦居住部分の壁芯面積が50㎡以上

補助額 新築・購入　30万円　
増改築　工事費の２0％（上限２0万円）

対象となる方 申請日時点で以下の全てに該当する方
◦1年以内に市内の一戸建ての中古住宅を購入した
◦�夫婦のどちらかが46歳未満の世帯か、46歳未満のひとり親世帯
◦世帯員全員が狭山市の住民基本台帳に記録されている

対象となる住宅 申請日時点で以下の全てに該当する住宅
◦過去に居住の用に供された一戸建ての住宅で対象者が自ら居住する
◦所有権移転の登記がされている
◦ 宅地建物取引業者と売り主との間で売買の代理契約か仲介契約を締結

して販売されているか、宅地建物取引業者が売り主となっている
◦売買契約時に、築２0年以上経過している
◦ 昭和56年6月1日以降に工事着手している（ただし、それ以前に着手した

住宅でも、耐震診断などにより安全性が確認されている場合は除く）
◦対象者の三親等以内の親族以外が所有していた

補助額 50万円

※ 新しい制度の要件は、主なものを抜粋しています。また、8年度予算の成立状況により、内容などに変更が生じる場合があります。詳細は、
市公式ホームページをご覧ください

問合せ　企画課へ☎２935-46２7

NEW

新築よりもお手
頃な中古住宅を
購入したい

こんな方に
おススメ

高齢の両親が心
配なので、近く
に暮らしたい

こんな方に
おススメ
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広報さやま 2026.2月号　　■市役所☎04‐2953‐1111（代表） 04‐2954‐6262　窓口受付時間 平日の9時〜16時30分


